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す
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す
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政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

 

一
、
新
た
に
二
次
使
用
料
の
支
払
が
必
要
と
な
る
利
用
者
が
多
数
か
つ
幅
広
く
存
在
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
改
正
の
趣
旨
や

内
容
等
に
つ
い
て
、
幅
広
く
丁
寧
な
説
明
、
周
知
を
行
う
こ
と
。 

 

二
、
二
次
使
用
料
の
支
払
に
関
し
、
利
用
者
を
始
め
と
す
る
国
民
の
幅
広
い
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
二
次
使
用
料

の
徴
収
額
・
分
配
額
・
管
理
経
費
・
未
分
配
額
等
の
状
況
を
で
き
る
限
り
詳
細
に
公
表
す
る
と
と
も
に
、
海
外
と
の
収
支
の

状
況
等
の
情
報
開
示
を
行
う
な
ど
、
二
次
使
用
料
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。 

 

三
、
政
府
に
お
い
て
は
、
二
次
使
用
料
の
徴
収
が
適
正
か
つ
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
関
係
者
間
の
調
整
に
努
め
る
こ
と
。

特
に
、
二
次
使
用
料
の
支
払
に
係
る
利
用
者
の
事
務
負
担
を
減
ら
す
と
と
も
に
、
二
次
使
用
料
の
徴
収
が
「
費
用
倒
れ
」
と

な
る
こ
と
を
防
ぐ
観
点
か
ら
、
指
定
団
体
と
音
楽
著
作
権
管
理
事
業
者
の
連
携
が
十
分
に
図
ら
れ
る
よ
う
、
緊
密
な
協
力
関

係
の
構
築
に
向
け
た
指
定
団
体
の
取
組
を
後
押
し
す
る
こ
と
。 

 

四
、
指
定
団
体
に
お
い
て
は
、
二
次
使
用
料
規
程
の
作
成
等
に
当
た
っ
て
、
権
利
者
へ
の
適
切
な
対
価
還
元
の
実
現
を
利
用
者

の
負
担
へ
の
配
慮
と
両
立
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
幅
広
い
利
用
者
の
意
見
に
真
摯
に
向
き
合
う
と
と
も
に
、
利
用
者
代
表
と
の

協
議
に
丁
寧
に
対
応
す
る
こ
と
。
ま
た
、
文
化
庁
長
官
に
よ
る
裁
定
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
政
府
は
判
断
の
根
拠
や
過
程
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 



 

五
、
飲
食
・
小
売
業
等
の
小
規
模
店
舗
や
公
益
的
な
活
動
に
取
り
組
む
文
化
芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ
団
体
等
の
負
担
軽
減
を
図
る
た

め
、
店
舗
面
積
や
収
容
人
数
等
に
応
じ
た
低
廉
な
料
金
設
定
や
、
支
払
の
減
額
・
免
除
、
段
階
的
な
導
入
な
ど
、
実
効
性
の

あ
る
緩
和
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
利
用
者
の
事
務
負
担
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
て
ワ

ン
ス
ト
ッ
プ
で
手
続
が
完
了
す
る
簡
素
な
シ
ス
テ
ム
を
早
急
に
実
現
す
る
こ
と
。 

 

六
、
学
校
教
育
や
医
療
施
設
、
高
齢
者
・
障
が
い
者
福
祉
施
設
等
に
お
け
る
日
常
的
な
音
楽
利
用
に
つ
い
て
は
、
国
民
が
文
化

芸
術
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
機
会
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
例
外
規
定
の
適
切
な
運
用
や
減
免
措
置
の
拡
充
等
、
現

場
の
教
育
・
医
療
・
福
祉
活
動
の
維
持
に
向
け
た
、
き
め
細
や
か
な
配
慮
を
行
う
こ
と
。 

 

七
、
利
用
者
が
負
担
す
る
使
用
料
の
公
平
性
及
び
制
度
運
用
の
透
明
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
著
作
権
法
第
三
十
八
条
に
お

け
る
「
非
営
利
」
「
無
料
」
「
無
報
酬
」
の
要
件
に
つ
い
て
、
そ
の
解
釈
及
び
適
用
範
囲
の
明
確
化
を
図
る
と
と
も
に
、
そ

の
内
容
の
周
知
に
努
め
る
こ
と
。 

 

八
、
政
府
は
、
二
次
使
用
料
の
徴
収
・
分
配
を
担
う
指
定
団
体
に
対
し
、
若
手
や
個
人
で
活
動
す
る
実
演
家
を
始
め
、
全
て
の

実
演
家
等
へ
迅
速
か
つ
正
確
に
対
価
が
還
元
さ
れ
る
持
続
可
能
で
公
平
な
仕
組
み
を
構
築
す
る
よ
う
指
導
・
監
督
す
る
こ
と
。

特
に
Ａ
Ｉ
楽
曲
識
別
技
術
の
導
入
等
に
よ
る
Ｄ
Ｘ
化
や
、
相
談
窓
口
の
設
置
な
ど
体
制
整
備
を
促
す
こ
と
。 

 

九
、
制
度
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
り
、
利
用
実
績
に
基
づ
く
正
確
か
つ
公
平
な
分
配
の
実
現
を
図

る
と
と
も
に
、
権
利
情
報
の
整
備
及
び
相
互
運
用
性
の
確
保
を
推
進
し
、
徴
収
、
管
理
及
び
分
配
の
各
過
程
に
お
け
る
透
明

性
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
指
定
団
体
に
お
け
る
適
正
な
運
営
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
政
府
は
必
要
な
指
導
・
監
督

を
行
う
こ
と
。 



 

十
、
実
演
家
等
が
関
わ
る
音
楽
・
放
送
番
組
等
の
分
野
で
の
取
引
の
一
部
に
つ
い
て
、
優
越
的
地
位
の
濫
用
等
の
独
占
禁
止
法

上
の
観
点
か
ら
問
題
と
な
り
得
る
行
為
が
確
認
さ
れ
、
取
引
の
適
正
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
新
設
さ
れ
る

権
利
に
よ
る
実
演
家
等
へ
の
対
価
還
元
の
状
況
に
つ
い
て
、
関
係
府
省
庁
と
連
携
し
つ
つ
、
事
後
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
。 

 

十
一
、
音
楽
界
に
お
い
て
個
人
事
業
主
の
音
楽
家
が
増
加
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
新
設
さ
れ
る
権
利
が
不
当
に
囲
い
込
ま
れ

な
い
よ
う
、
関
係
府
省
庁
の
連
携
に
よ
り
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
保
護
や
取
引
適
正
化
に
向
け
た
支
援
・
法
執
行
体
制
を
強
化
す

る
こ
と
。 

 

十
二
、
実
演
家
等
が
受
け
取
る
既
存
の
使
用
料
等
が
全
体
と
し
て
減
少
傾
向
に
あ
る
中
、
利
用
者
が
増
加
し
て
い
る
サ
ブ
ス
ク

リ
プ
シ
ョ
ン
型
の
音
楽
配
信
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
大
手
事
業
者
ほ
ど
実
演
家
等
へ
の
対
価
が
少
な
い
傾
向
に
あ
る
な
ど
、

い
わ
ゆ
る
「
バ
リ
ュ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
」
等
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
Ｄ
Ｘ
時
代
に
対
応
し
た
音
楽
を
始

め
と
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
の
権
利
保
護
と
適
切
な
対
価
還
元
方
策
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
。 

 

十
三
、
生
成
Ａ
Ｉ
そ
の
他
の
新
た
な
技
術
の
進
展
及
び
国
際
的
な
動
向
を
踏
ま
え
、
実
演
家
及
び
権
利
者
の
利
益
保
護
と
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
と
の
調
和
を
図
る
観
点
か
ら
、
著
作
権
制
度
及
び
著
作
隣
接
権
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
継
続
的
に
検

討
を
行
う
こ
と
。 

 

十
四
、
本
改
正
が
、
実
演
家
等
の
正
当
な
権
利
保
護
と
処
遇
改
善
に
資
す
る
と
と
も
に
、
海
外
と
の
相
互
管
理
を
通
じ
た
日
本

の
音
楽
コ
ン
テ
ン
ツ
の
国
際
展
開
や
デ
ジ
タ
ル
赤
字
の
解
消
に
つ
な
が
る
よ
う
、
世
界
各
国
の
著
作
隣
接
権
管
理
団
体
と
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
速
や
か
に
構
築
し
、
海
外
で
発
生
し
た
使
用
料
を
確
実
に
日
本
へ
還
流
さ
せ
る
仕
組
み
を
確
立
す
る
こ
と
。

ま
た
、
我
が
国
の
音
楽
を
始
め
と
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
分
野
の
人
材
育
成
、
製
作
、
流
通
、
海
外
展
開
の
総
合
的
な
支
援
を
一



層
強
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
世
代
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
国
内
外
で
の
活
躍
を
強
力
に
後
押
し
し
、
日
本
の
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業

の
興
隆
を
図
る
こ
と
。 

 

十
五
、
本
法
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
そ
の
運
用
状
況
、
実
演
家
等
へ
の
利
益
還
元
の
状
況
、
利
用
者
負
担
の
状
況
、
海

外
と
の
権
利
使
用
料
の
受
払
状
況
及
び
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
の
発
展
へ
の
効
果
に
つ
い
て
検
証
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す

る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
徴
収
・
分
配
等
に
係
る
制
度
の
見
直
し
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


